
研修評価システム（EPOC）利用者権限について 
 

2008年 9月 11日 更新 

 
・ EPOC利用者は下記５つのうちいずれかの権限を持つ。 
 
１． プログラム管理者・・・研修プログラム参加病院の管理を行う 
２． 研修統括部門担当者・・・病院内の研修医・指導医の管理を行う 
３． 指導医・・・研修統括部門担当者によって割当てられた研修医の評価を行う 
４． 研修医・・・自己評価、割当てられた指導医の評価を行う 
５． 閲覧権限者・・・上級指導医（部長や教授を含む）が研修医・指導医の 

 
 
・ 研修統括部門担当者・指導医・研修医は、自施設のデータに対してのみ下記の表

に該当する権限を持つ。 
・ 研修統括部門担当者・指導医・研修医は、他の施設のデータは参照できない。 
・ プログラム管理者は、プログラム参加施設に対して下記の表に該当する権限を持

つ。 
 

 プログラム

管理者 
研修統括部

門担当者 指導医 研修医 

入力・更新 ○（代理） ○（代理） × ○ 研修医自己評価表 
 参照 ○ ○ ○ ○ 

入力・更新 ○（代理） ○（代理） ○ × 指導医による研修医の評価 
参照 ○ ○ ○ ○ 

入力・更新 × × × ○ 
指導状況の評価 

参照 ○ ○ ○ ○ 
入力・更新 × × × ○ 研修環境の評価 

（診療科別） 参照 ○ ○ ○ ○ 
入力・更新 × × × ○ 研修環境の評価 

（施設単位） 参照 ○ ○ × ○ 
入力・更新 ○ × × × プログラム管理者メニュー 

（管理型・単独型） 参照 ○ × × × 
入力・更新 ○ ○ × × 研修統括部門メニュー 

（協力型） 参照 ○ ○ × × 
入力・更新 × × × ○ 研修プログラムに 

対する評価 参照 ○ ○ × ○ 
（但し、研修統括部門担当者・指導医は、研修プログラムの推進に必要と考えられる評価デー

タは他施設のデータも参照可能） 
 
 

－以上－ 


